
 

薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ７  年  ９  月２４日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第３０号  

薩摩川内市の附属機関に関する条例の一部を改正する条例  

 

薩摩川内市の附属機関に関する条例（平成１６年薩摩川内市条例第３８号）の

一部を次のように改正する。  

別表教育委員会の部薩摩川内市いじめ問題対策審議会の項の次に次のように加

える。  

薩摩川内市部活動

地域展開方針等審

議会  

部活動の地域展開に向けた計画の策定等に関する必要

な事項を調査・審議する事務  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

２  薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例（平成１６年薩摩川内市条例第  

５２号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項中第１００号を第１０３号とし、第７３号から第９９号までを

３号ずつ繰り下げ、第７２号の次に次の３号を加える。  

（７３） 部活動地域展開方針等審議会会長  日額  １１，５００円  

（７４） 部活動地域展開方針等審議会委員（大学教授）  日額  １０，３００円  

（７５） 部活動地域展開方針等審議会委員（大学教授を除く。）  日額   

７，１００円  

第２条第３項中「第１項第９９号及び第１００号」を「第１項第１０２号及

び第１０３号」に改める。  

第５条第１項第１号中「第９４号まで及び第９６号から第９９号」を「第  

９７号まで及び第９９号から第１０２号」に改め、同条第３項中「第２条第１

項第１００号」を「第２条第１項第１０３号」に改める。  

 


